
は
し
が
き

私
道
・
境
界
・
日
照
と
い
わ
れ
る
分
野
は
、近
隣
紛
争
の
中
に
お
い
て
、そ
の
数
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、隣
人
・
関
係

者
と
の
感
情
的
対
立
ま
で
引
き
起
こ
し
、解
決
に
至
る
ま
で
の
時
間
も
長
期
化
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち「
私
道
」に
つ
い
て
は
、建
物
建
築
の
可
否
と
い
う
形
で
表
面
化
し
て
く
る
こ
と
が
多
く
、結
果
の
成
否
は
重
大
で

す
。ま
た
第
三
者
の
私
道
通
行
な
ど
は
、日
常
生
活
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、そ
の
効
力
内
容
が
い
か
な
る
も
の

か
は
、一
般
に
は
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
し
ょ
う
。

「
境
界
」と
い
う
の
は
、長
年
月
の
時
の
経
過
の
中
で
み
る
と
、自
然
現
象
に
よ
る
土
地
自
体
の
変
化
や
境
界
標
の
不
明
確

性
な
ど
も
あ
っ
て
、関
係
者
が
納
得
し
う
る
境
界
の
確
定
と
い
う
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
も
の
で
す
。境
界
確
定
訴
訟
と

い
う
裁
判
の
特
質
も
理
解
し
難
く
、ど
う
い
っ
た
基
準
で
境
界
は
決
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
を
お
持
ち
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

「
日
照
」の
争
い
は
、日
照
を
確
保
す
る
た
め
の
各
種
法
的
規
制
と
り
わ
け
建
築
規
制
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、こ
れ
だ
け
で

解
決
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、住
民
と
建
築
業
者（
施
工
主
）と
の
深
刻
な
対
立
を
招
く
こ
と
が
多
く
、そ
の
解
決
手

段
と
判
断
基
準
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
書
は
、こ
の
よ
う
な
私
道
・
境
界
・
日
照
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
Ｑ
＆
Ａ
の
方
式
で
わ
か
り
や
す
く
解
説
し

た
も
の
で
す
。
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執
筆
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
実
際
に
こ
の
よ
う
な
案
件
を
手
掛
け
解
決
し
て
き
た
弁
護
士
５
名
の
分
担
に
よ
る
も
の
で

す
。私
道
は
小
山
裕
治
お
よ
び
私
が
、境
界
は
道
端
慶
二
郎
お
よ
び
濱
口
博
史
が
、日
照
は
野
間
自
子
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当

し
、全
体
の
調
整
、編
集
は
私
の
責
任
に
お
い
て
お
こ
な
い
ま
し
た
。

本
書
を
刊
行
し
て
既
に
八
年
余
り
と
な
り
ま
す
が
、お
か
げ
さ
ま
で
、わ
か
り
や
す
い
解
説
書
と
し
て
今
も
好
評
を
博

し
、多
く
の
方
々
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
、そ
の
間
諸
法
令
が
改
正
さ
れ
、ま
た
新
し
い
裁
判
例
も
で
て
き
て
い
ま
す
の
で
、今
般
、本
書
を
改
訂
い
た
し
ま
し

た
。改

訂
作
業
に
つ
い
て
は
、学
陽
書
房
の
新
名
祥
江
氏
、齋
藤
岳
大
氏
に
ご
助
力
い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
三
年
六
月

野

辺

博
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る
日
照

権
保
護
―
用
途
地
域
指
定

斜

線

制

限

日

影

規

制

と

は

日
影
規
制
―
複
数
の
用
途

地
域
に
ま
た
が
る
建
物

日
影
規
制
―
複
合
日
影
・

高
低
差
に
よ
る
日
影

規
制
違
反
の
場
合
の
措
置

838485868788899091
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近
隣
住
民
へ
の
説
明
と
建
築
確
認
申
請
受
理
要
求

302

建
築
協
定
と
は
何
か
。成
立
の
手
続
き
、廃
止
等

305

受
忍
限
度
を
超
え
れ
ば
工
事
差
止
・
損
害
賠
償
請
求
が
可
能

308

話
し
合
い
に
よ
る
紛
争
の
解
決

312

仮
処
分
・
民
事
調
停
・
本
案
訴
訟

316

公
共
用
建
物
に
よ
る
日
照
被
害
の
受
忍
限
度
は
厳
し
い

320

庭（
土
地
）の
日
照
権
保
護
問
題

323

準
工
業
地
域
、商
業
地
域
、工
業
地
域
は
、日
照
保
護
は
受
け
に
く
い

326

損
害
賠
償
請
求
と
補
償
金
等
の
課
税

329

建
築
主
側
の
対
抗
手
段

333

眺
望
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求

337

都
市
景
観
の
利
益
を
理
由
に
建
物
撤
去
命
令

342349

指
導
要
綱
の
効
力
と
救
済

手
続

建
築
協
定
の
内
容
と
効
力

救

済

方

法

実
現
の
方
法
―
話
し
合
い

実
現
の
方
法
―
法
的
手
段

加
害
者
に
よ
る
違
い

被
害
場
所
に
よ
る
違
い

地
域
性
に
よ
る
違
い

損
害
賠
償
と
補
償
金

日
照
を
め
ぐ
る
紛
争
―
建

築
主
側
か
ら
の
請
求

眺
望
の
利
益
の
保
護

景
観
の
利
益
の
保
護

事

項

さ

く

い

ん

9293949596979899100101102103■
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野間 自子（のま よりこ）
執筆担当項目〔８３～１０３〕
弁護士（東京弁護士会）
１９５９年東京都に生まれる
慶應義塾大学法学部卒業
ワシントン大学ロースクール修士課程修了
主著等 『民法』（法学書院）

「日本知的財産仲裁センターの新規事業について」「オープンソース
ソフトウエアの侵害を争ったCAFC判決についての一考察」（以上、
特許ニュース）「Parallel Importation：A Comparative Study of the U.S.
and Japanese Trademark Laws」（以上論文）

主な担当案件 知的所有権（著作権・商標権・不正競争防止法等）・企業再
建・破産・会社法務

事務所 三宅坂総合法律事務所
〒１００―００１１ 東京都千代田区内幸町２―１―４ 日比谷中日ビル６階
TEL ０３―３５００―２９１２

道端慶二郎（みちはた けいじろう）
執筆担当項目〔４１～４８，７１～８２〕
弁護士（東京弁護士会）
１９６０年東京都渋谷区に生まれる
慶應義塾大学法学部卒業
主著等 『交通事故実務マニュアル』（共著・ぎょうせい）
主な担当案件 会社顧問業務（予防法務・戦略法務）・不動産関係・債務整

理・会社再建・相続対策
事務所 道端慶二郎法律事務所

〒１０４―００６１ 東京都中央区銀座３―８―１５ 中央ビル６階
TEL ０３―５５２４―７２８８

小山 裕治（こやま ゆうじ）
執筆担当項目〔１１～３０〕
弁護士（東京弁護士会）
１９６５年静岡県に生まれる
明治大学法学部卒業
主著等 『消費者保護の法律相談』（共著・学陽書房）
主な担当案件 企業法務・知的財産権・相続・交通事故等
事務所 こやま法律事務所

〒１０７―００６２ 東京都港区南青山５―１１―１４ H＆M南青山EAST３１０
TEL ０３―５４６８―２１３０

濱口 博史（はまぐち ひろふみ）
執筆担当項目〔４９～７０〕
弁護士（東京弁護士会）
１９６２年東京都に生まれる
東京大学法学部卒業
主著等 『NPO法コンメンタール』（共著・日本評論社），『実践新民事訴訟

法』（共著・ぎょうせい），『当事者照会の理論と実務』（共著・ぎょう
せい），『マンショントラブルずばり回答』（共著・青林書院），『イン
ターネット電子申請』（共著・オーム社）

主な担当案件 企業・非営利組織顧問業務・知的財産権関係・相続・不動
産関係

事務所 濱口博史法律事務所
〒１０５―００１１ 東京都港区芝公園３―６―２２ JCビル５０４号
TEL ０３―５４０５―１６８０

●著者紹介
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編著者 野 辺 博
発行者 佐久間重嘉
発行所 学 陽 書 房

〒１０２―００７２ 東京都千代田区飯田橋１―９―３
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●私道・境界・日照の法律相談

野辺 博（のべ ひろし）
執筆担当項目〔１～１０，３１～４０〕
弁護士（東京弁護士会） 慶応義塾大学法科大学院教授
１９５３年群馬県高崎市に生まれる
慶應義塾大学法学部卒業
主著等 『消費者保護の法律相談』『遺言の仕方』『借地借家の法律相

談』（以上共著・学陽書房），『最新土地有効活用の実務』（共
著・中央経済社），「交通事故における債務不存在確認請求
訴訟」（慶應通信『民事訴訟の理論と実践』所収）他多数

主な担当案件 会社顧問業務のほか，個人では不動産や相続遺言関
係が多い。

事務所 野辺法律事務所
〒１０３―００１３ 東京都中央区日本橋人形町１―１８―６
TEL ０３―３６６８―１５７５

●編著者紹介

乱丁本・落丁本は，送料小社負担にてお取り替えいたします。
定価はカバーに表示しています。


